
平成２７年１０月２０日 

入札参加資格者 各位  

八王子市財務部契約課 

 

 

工事及び修繕の指名競争入札への電子入札の導入について（お知らせ） 

 

 

 本市では現在、一部の工事（解除条件付一般競争入札）及び測量設計等委託において東京電子

自治体共同運営の電子調達サービス（以下「共同運営」という。）による電子入札を導入してい

ますが、入札参加者の利便性の向上等を目的として、下記のとおり、工事及び修繕の指名競争入

札においても電子入札を導入します。 

 つきましては、下記変更点等に留意の上、入札手続をお願いします。 

 

記 

１ 新たに電子入札を導入する範囲 

 （１）対象案件 

    ①工事請負契約（指名競争入札） 

②修繕請負契約（指名競争入札） 

※なお、以下の案件は電子入札の対象外です。 

・見積合せによる随意契約 

・単価契約 

・市の各部署が直接処理する契約（いわゆる所管課契約） 

 

 （２）実施時期 

    平成２８年１月以降指名を行う案件から適用。 

    ※平成２８年１月以降は共同運営から指名通知が送られます 

 

 ２ 電子入札の概要及び操作方法等 

（１）電子入札サービス操作手順書（工事） 

電子入札の操作方法は、「東京電子自治体共同運営サービス」の「電子入札操作手順書

（工事）」を御確認ください。 

＜入手方法＞ 

「電子調達サービス」トップページ＞マニュアル＞電子入札 

＞電子入札操作手順（工事） 

   https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmnsub/tmg/cmnj/jsp/manual_index.htm 

 

（２）電子入札ナビゲ－ション 

東京電子自治体共同運営のサイトから、電子入札の手順を確認してください。 

※東京電子自治体共同運営の電子調達サ－ビスから 

「電子調達ナビゲ－ション-電子入札ナビゲ－ション」     

※参考：東京電子自治体共同運営ＵＲＬ 

https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmnsub/tmg/cmnj/jsp/manual_index.htm 

 

https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmnsub/tmg/cmnj/jsp/manual_index.htm


 ※参考 会場入札と電子入札との主な相違点 

項目 会場入札の場合 電子入札の場合 

指名通知 郵送にて送付します。 共同運営から登録アドレスへ、メールに

て送信します。 

発注図書

（仕様書）

等 

指名通知と共に郵送にて送付し

ます。 

共同運営から発注図書（仕様書）等のデ

ータ（ＰＤＦファイル等）をダウンロー

ドしてください。 

 

質問 

契約課へＦＡＸ送信します。 指定の様式（※1）に質問事項等を入力

の上、共同運営の「質問登録・閲覧」メ

ニューで質問登録の際にＥｘｃｅｌフ

ァイル形式で添付してください。 

回答 契約課からＦＡＸ送信します。 共同運営「質問登録・閲覧」メニューで、

各自回答を確認してください。 

入札 入札会場にて入札書（紙）によ

る入札を行います。 

共同運営「入札書提出」メニューで、入

札金額等を登録・送信してください。 

その他  入札を辞退する等の手続も、原則、共同

運営による手続となります。 

  ※1設計図書等と共にダウンロードする「入札説明書等」フォルダ内にあるＥｘｃｅｌ形

式の「指名競争入札等質問書」ファイル 

 

３ 注意事項 

（１）共同運営の利用にあたっては「電子調達サ－ビス利用規約」を遵守してください。 

（２）電子入札終了前に「入札参加資格」又は「電子証明書」のどちらか一方でも有効期限が

過ぎると、電子入札には参加できません。 

（３）電子入札を行えるのは競争入札参加資格が認められた事業者のみのです。行政書士によ

る代理申請を利用されている場合でも、入札に関しては、自ら行うこととなるため、電

子入札の環境設定が自社内の端末においても必要となります。 

（４）共同運営から送信される指名通知に表記されている予定価格及び最低制限価格は税込で

す。 

また、入札書に入力する金額は税抜になりますので、よく確認の上入札してください。 

（５）入札を辞退する場合は、共同運営による手続を行います。手続の際には、辞退理由記入

欄へ辞退理由の入力をお願いします。  

 

４ お問い合わせ先 

（１） 電子入札の対象等について  

八王子市財務部契約課工事契約担当 

ＴＥＬ：０４２－６２０－７２１５  

ＦＡＸ：０４２－６２６－４１３３ 

  

（２） 電子調達サービスの操作方法・端末の設定等について  

ｅ－Ｔｏｋｙｏコールセンター  

ＴＥＬ：０５７０－０５－１０９０（ナビダイヤル）  

※上記ナビダイヤルが利用できない場合 ＴＥＬ：０３－５３１９－２８２５ 


